
 

（２）特定路外駐車場設置のチェックリスト 

提出年月日    年 月 日 提出区分 新規・変更 

供用開始予定    年 月 日 前回提出年月日（変更の場合）   年  月  日 

駐車場の名称  

駐車場の位置  

駐車場管理者  

住        所  

区域の面積 ㎡ 構  造  
備  

考 
 

駐車の用に供する部分の面積・駐車台数       （二輪    ）㎡ （二輪    ）台 

 建築物である部分の面積・駐車台数       （二輪    ）㎡ （二輪    ）台 

建築物でない部分の面積・駐車台数       （二輪    ）㎡ （二輪    ）台 

特定路外駐車場と

なるもの 

１ 道路の路面外に設置される駐車のための施設であっ

て、一般公共の用に供され、かつ、駐車の用に供する

部分の面積が５００㎡以上であるもの。 

駐車場法の技術基準の遵守

が必要 

２ １に該当するもののうち、料金を徴収するもの バリアフリー法及び駐車法

第１２条等の届出が必要 

 

 

根拠法令等 法令の規定による設備の基準 判定 備考 

車いす使用者用駐

車施設 
移動等円滑化のために必要な特

定路外駐車場の構造及び設備に

関する基準を定める省令第２条 

①  車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設を駐

車施設の数に応じ、次のとおり車いす使用者用駐車施設を設けている。 
（車いす使用者用駐車施設の必要数算定の際、普通自動車以外の自動車の駐車のための駐車

場は数に含まない） 

・駐車施設の数が２００以下の場合：駐車施設の数の２％以上 

・駐車施設の数が２００を超える場合：駐車施設の数の１％＋２以上 

②  路外駐車場車いす使用者駐車施設について、 

・幅員を３．５ｍ以上確保している 

・車いす使用者用の標示をしている 

合・否 

 

合・否 

合・否 

 

移動等円滑化経路 

同省令第３条 

③  路外駐車場車いす使用者施設から道又は公園、広場その他の空地まで

の経路のうち１以上が、高齢者や障害者等が円滑に利用できる経路（以

下「移動等円滑化経路」という。）となっている。 

④  移動等円滑化経路について 

・経路上に段差を設けてない。段差がある場合、傾斜路を併設している。 

・経路を構成する出入口の幅は、８０㎝以上ある。 

・経路を構成する通路は、幅が１２０㎝以上ある。 

・経路を構成する通路は、５０ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない

場所を設けている。 

・経路を構成する傾斜路は、幅を１２０ｃｍ以上確保している。（段に併

設する場合は、９０ｃｍ以上確保している。） 

・経路を構成する傾斜路は、勾配が１/１２を超えていない。（高さが１

６ｃｍ以下のものについては、１/８を超えていないか。） 

・経路を構成する傾斜路は、高さが７５ｃｍを超え、かつ、勾配１/２０

を超えるものについて、高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上

の踊り場を設けている。 

・経路を構成する傾斜路は、勾配が１/１２を超え、又は高さが１６ｃｍ

を超え、かつ、勾配が１/２０を超える傾斜がある部分には、手すりを

設けている。 

合・否 

 

 

 

合・否 

合・否 

合・否 

合・否 

 

合・否 

 

合・否 

 

合・否 

 

 

合・否 

 

特殊の装置 

同省令第４条 

予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、省令第２条、

第３条の規定による構造又は設備と同等以上の能力があると認める場合に

おいては適用しない。 

合・否  


